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年次報告書 

事後処理特別委員会 委員長 Ｌ 脇村孝友 
今期、飯田ガバナーの命を受けて、新しく出来た委員会を担当致しました。事後処理特別委員会の委員は、副委

員長；鈴木定光Ｌ(江東南ＬＣ)、加藤凱正Ｌ(代田橋ＬＣ)、委員；宮本慶文Ｌ(荒川西ＬＣ)、小泉重光Ｌ(板橋西

ＬＣ)、新井 衛Ｌ(練馬ＬＣ)、そして、委員長；Ｌ脇村孝友(晴海ＬＣ)の６名と、キャビネット副幹事の小斉太

郎Ｌ(六本木ＬＣ)、キャビネット副会計の内田 篤Ｌ(麻布ＬＣ)がご協力をして下さいまして、８月２３日の第１

回委員会から５月２２日まで１２回の委員会を開催致しました。 

事後処理特別委員会の委員は誰一人として、経理・会計が専門職ではありませんでした。が、委員一人ひとりの

特殊な考え方、特殊の書類・帳簿の見方等で、疑問点を見つけることが出来ました。 

その疑問点を委員長が代表となり、当時の担当幹事・会計・委員長に、手の空いている委員と共に会い、疑問点を

納得するまでお聞きし、一つずつを解決して行きました。 

又、元ガバナーへの質問・依頼については、飯田ガバナーにお願い致しました。 

不愉快な思いをさせたメンバーもいらっしゃったと思いますが、この年次報告書の中で改めてお詫びを申し上げま

す。又、そのメンバーのお陰で事後処理特別委員会が順調に進んだことにお礼を申し上げます。 

連絡をしてもどうしても連絡の取れないメンバーもおられ、未解決のまま今年度が終了する件もありますのが少々

残念であります。 

又、クラブより当時の資料等を送って頂き精査も致しました。そして、当時の会報を見せて頂くため、当時のＰＲ

情報委員会の委員長・副委員長の方には、ご無理を言って会報を送って頂き大変お世話になりました。 

当時の会報を見ると、キャビネット・各委員会のアクティビティした内容が、詳細に掲載されているので良い資料

になりました。お借りした会報は来期に入って必ずお返し致します。 

１２回の委員会を通して感じたことは、地区運営費を予算より少なく出費したガバナー、予算より多く出費した

ガバナーとその期により千差万別でしたが、いずれの期のガバナーも、１年間一生懸命に３３０－Ａ地区のために

ご苦労をされた様子は、キャビネット事務局にある書類・帳簿等で理解が出来ました。 

協賛金・支援金等が多く集まると、お金は人の心を惑わす魔物と言われるように、時としてメンバーからの浄財で

あることを忘れがちになりやすいのです。（メンバーの善良なる心からの協賛金・支援金であること。） 

ライオンズクラブは奉仕の団体です。常に奉仕の心を忘れることなく、地区運営そして委員会運営をして行かなく

てはならないと思います。 

その期のキャビネット幹事・キャビネット会計・各委員長を選んだのは、その期のガバナーです。そのガバナーを

選んだのは誰でしょうか？ 選んだのは我々メンバーです。 

選ぶ者・選ばれる者は、常に奉仕の心を胸にしっかりと持って、地区のガバナーを選び、地区の運営に携わって行

くことが重要であると考えます。 

今期の事後処理特別委員会の目的は、「キャビネット主催の過去のアクティビティの調査。」 主旨（ガバナー基

本方針）は、「ライオンズクラブは、単年度事業により、その運営がなされ、特別会計の資金使途・剰余金の取り

崩しについては、その目的以外に流用できないことになっています。キャビネット主導で行った過去の海外アクテ

ィビィに関する事柄等、その後の事後管理の現状と情報開示ならびに半期毎の会計など解決方策の立案。」とされ

ていました。 

第１回・第２回・臨時第１回・第３回のキャビネット会議に毎回委員長報告事項・審議決議事項等を提出し、取上

げて頂いたので、事後処理特別委員会の活動の様子が、ある程度３３０－Ａ地区のメンバーには理解して頂いたこ

ととは思います。 

第３回のキャビネット会議で事後処理特別委員会が提案した案件が承認され、第５４回３３０－Ａ地区年次大会

で決議され、ガバナー基本方針の「その後の事後管理の現状と情報開示ならびに半期毎の会計など解決方策の立案」

に、１００％までとは行かないが、それに近いものが出来上がったことは事後処理特別委員会の意義が報われたと

思います。今後は文言について修正をされて、より良きものが立案されて行くことを願います。 

ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体と言われています現在、第５４回３３０－Ａ地区年次大会で今回決議さ

れた立案が無くても、全ての運営が厳正に且つ又正確に処理され、メンバーの一人ひとりが簡単に理解出来る報告

書が、キャビネット事務局に保管をされるべきではないかと思います。 

最後に、メンバー各位のご協力に感謝とお礼を申し上げ、事後処理特別委員会の年次報告書と致します。 5 ページ
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　　　　　　　年次報告
会計監査 　吉田　　實

　１年間会計監査として職務を遂行するに伴い、気がついた次の２点につき、報告といたします。

1.  業務監査の必要性

　　現行のキャビネット組織表では、監査は会計監査のみを対象としております。現在、企業に於い

　ては、その社会的責任の高まりに伴い、コーポレートガバナンスが強く求められております。当

　330ーA地区に於いても、５千人余の構成員と年間１億円近い予算で毎年奉仕活動(事業)を実施

　しております。その社会的責任も又大きいものと考えます。従ってそのライオンズクラブが個々の

　会員に対し、社会の為に行うそれぞれの奉仕活動ー環境保護、緊急支援、青少年育成、地域社

　会への貢献等々ーがどのように適正に実施されているか、又それがどれほどの成果が上がって

　いるかを監査報告(業務監査報告)することが会計監査報告と共に重要と考えます。

2.  外部監査の必要性の是非

　　現行の経理(会計)規定第２２条によれば、本会計の監査は会計監査(人)による内部監査と共に

　ライオンズクラブと利害関係のない者による外部監査で行わなければならないとあります。

　　ライオンズクラブの会計は新公益法人会計基準に準じて行うことになっておりますが、外部監査

　の件については、次の点から観て必要性が薄いのではないかと考えます。つまり、奉仕団体であ

　るライオンズクラブの性格から馴染まない。又内部監査は会員の中の会計の職業的専門家が純

　粋に会計の立場から真剣に、かつ責任を担って監査していること。更に費用効果の面から見ても

　バランスが取れていないように思える。しかしながら、外部監査を全否定するものではありません。

　何か問題が発生し、必要とされる時は依頼することとすればよい。つまり、現行の[---しなければ

　ならない]いう、強制規定ではなく、[---することができる]という、出来る規定としておけばよいと

　と思います。

　　以上の２点とも経理規定の改定となるため、年次大会での承認事項となり、即実施とはなりま

　せんが、早急に検討していく課題ではないかと思われます。
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